
 社会福祉法人 桜裕会 行動計画 

 

 

女性の採用をさらに増やし、女性が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように

行動計画を策定する。 

 

 

１ 計画期間 令和 ８年 ４月 １日 ～ 令和１３年 ３月 ３１日まで 

 

２ 当法人の課題 

採用者に占める女性の割合は多いものの、保育職において年間平均残業時間が２時間

を超えており、労働環境の改善が必要である。 

 

３．目標と取組内容・実施時期 

 

 

 

 

＜対策＞ 

●令和 ８年 ４月～ 残業時間が生じやすい経過記録の作成及び面談方法について職

員から意見収集等、検討開始 

 ●令和 ８年 ６月～ 勤務表の作成要領を工夫し、勤務時間内に面談が実施できるよ

う試行実施 

●令和 ９年 ３月～ 経過記録の作成要領等について、作成時期等を変更する。 

 

  

 

 

 

 

 

【女性の活躍現状に関する情報公表】 

管理職に占める女性の割合・・ ４／８ ５０．０％ 令和８年２月１日現在 

 

目標１：保育職の年間平均残業時間を２時間以下とする。 


